
行行政政不不服服審審査査法法のの改改正正とと国国税税通通則則法法

は
じ
め
に

行
政
機
関
等
の
処
分
に
よ
っ

て
国
民
が
不
利
益
を
被
っ
た
場

合
の
事
後
救
済
制
度
と
し
て
の

行
政
不
服
申
立
手
続
に
関
す
る

一
般
法
で
あ
る
行
政
不
服
審
査

法
（
以
下
「
行
審
法
」
と
い
う
）

は
、
今
般
、
行
政
不
服
審
査
制

度
検
討
会
の
「
行
政
不
服
審
査

制
度
検
討
会

最
終
報
告

―

行
政
不
服
審
査
法
及
び
行
政
手

続
法
改
正
要
綱
案
の
骨
子
―
」

（
平
成
１９
年
７
月
）（
以
下
「
最

終
報
告
」
と
い
う
）
に
基
づ
い

て
、
抜
本
的
な
改
正
が
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
伴

い
、
国
税
不
服
審
査
制
度
を
定

め
て
い
る
国
税
通
則
法
（
以
下

「
通
則
法
」
と
い
う
）
も
改
正

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か

ら
、
本
稿
で
は
、
行
審
法
改
正

の
経
緯
と
通
則
法
に
与
え
る
影

響
に
つ
き
、
各
会
の
意
見
を
紹

介
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

Ⅰ

行
審
法
改
正
の
背
景
と
趣
旨

行
審
法
は
、
昭
和
３７
年
１０
月

１
日
の
施
行
以
来
、
実
質
的
な

改
正
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

の
間
、
行
政
を
取
り
巻
く
環
境

は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
平

成
６
年
１０
月
に
は
、
行
政
手
続

法
（
以
下
「
行
手
法
」
と
い
う
）

が
施
行
さ
れ
、
行
審
法
と
同
日

に
施
行
さ
れ
た
行
政
事
件
訴
訟

法
（
以
下
「
行
訴
法
」
と
い
う
）

も
、
平
成
１６
年
に
抜
本
的
な
改

正
が
行
わ
れ
、
平
成
１７
年
４
月

か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
行
審
法
と
密
接
に
関
連

す
る
行
手
法
の
事
前
手
続
や
、

改
正
さ
れ
た
行
訴
法
と
の
整
合

性
を
、
改
め
て
整
理
す
る
必
要

が
生
じ
て
い
る
。

ま
た
、
行
政
に
よ
る
民
間
の

活
動
等
に
対
す
る
規
制
の
緩
和

等
に
伴
い
、
違
法
・
不
当
な
行

政
に
対
す
る
事
後
監
視
の
重
要

性
が
増
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、

国
民
の
権
利
利
益
に
関
す
る
意

識
の
高
揚
に
伴
い
、
そ
の
権
利

利
益
の
事
後
救
済
を
求
め
る
機

運
が
高
ま
っ
て
来
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま

え
、
最
終
報
告
で
は
、「
行
政

不
服
審
査
制
度
の
本
来
の
目
的

を
最
大
限
達
成
す
べ
く
、
簡
易

迅
速
な
審
理
を
可
能
と
す
る
手

続
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
客

観
的
か
つ
公
正
な
審
理
手
続
を

充
実
さ
せ
、
不
服
申
立
人
の
手

続
保
障
を
手
厚
く
し
、
行
手
法

及
び
行
訴
法
と
の
整
合
性
を
図

る
こ
と
、
ま
た
、
地
方
分
権
の

推
進
を
踏
ま
え
た
見
直
し
等
が

必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
行
政
不
服
審
査
制
度
は
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
、
公
正
で
し

か
も
利
用
し
や
す
い
簡
易
迅
速

な
手
続
に
よ
り
国
民
の
権
利
利

益
の
救
済
を
図
り
、
あ
わ
せ
て

行
政
の
適
正
な
運
営
を
確
保

し
、
国
民
の
行
政
へ
の
信
頼
を

維
持
し
て
い
く
た
め
の
、
非
常

に
重
要
か
つ
有
効
な
制
度
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
」（
最
終
報

告
２
頁
）
と
の
観
点
か
ら
全
面

的
な
改
正
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。今

春
の
国
会
に
お
い
て
、
最

終
報
告
に
基
づ
い
て
行
審
法
の

改
正
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

Ⅱ

通
則
法
に
与
え
る
影
響

�

行
審
法
と
通
則
法
の
関
係

通
則
法
は
、
国
税
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
事
項
及
び
共
通
的

な
事
項
を
定
め
て
い
る
。
通
則

法
第
４
条
が
、「
こ
の
法
律
に

規
定
す
る
事
項
で
他
の
国
税
に

関
す
る
法
律
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
も
の
は
、
そ
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
」
と
定
め
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
通
則
法
は
、
個

別
税
法
の
一
般
法
と
い
う
地
位

を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
。

他
方
、
不
服
審
査
及
び
訴
訟

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
行
審

法
及
び
行
訴
法
が
一
般
法
の
地

位
に
あ
り
（
行
審
法
第
１
②
、

行
訴
法
第
１
）
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
は
、
通
則
法
は
こ
れ
ら

の
法
律
の
特
別
法
と
な
る
（
通

法
第
８０
①
、
１
１
４
）
。

従
っ
て
、
行
審
法
の
改
正
に

伴
い
、
そ
の
特
別
法
た
る
通
則

法
の
国
税
不
服
審
査
に
関
す
る

規
定
（
通
則
法
第
８
章
第
１
節

第
７５
条
〜
第
１
１
３
条
）
に
つ

い
て
も
全
面
的
な
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
�注

�

通
則
法
改
正
案

昨
年
１２
月
１３
日
に
公
表
さ
れ

た
与
党
税
制
改
正
大
綱
で
は
、

「
行
政
不
服
審
査
制
度
の
抜
本

的
な
見
直
し
に
合
わ
せ
て
、
国

民
の
権
利
利
益
の
救
済
等
に
資

す
る
国
税
の
不
服
申
立
手
続
の

改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
今
後

と
も
適
時
そ
の
見
直
し
、
改
善

を
行
っ
て
い
く
。
」
と
の
基
本

的
考
え
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、

具
体
的
に
は
次
の
通
り
、
通
則

法
改
正
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。

国
税
に
関
す
る
不
服
申

立
て
手
続
に
つ
い
て
、
行

政
不
服
審
査
法
の
見
直
し

に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
所

要
の
規
定
の
整
備
を
行

う
。

�
「
異
議
申
立
て
」
を
「
再

調
査
請
求
（
仮
称
）
」

に
名
称
変
更
す
る
。

�
不
服
申
立
期
間
を
処
分

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
か
ら
３
月
以

内

（
現
行
２
月
以
内
）
に

延
長
す
る
。

�
再
調
査
請
求
（
仮
称
）

に
つ
い
て
の
決
定
を
経

ず
に
審
査
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
期
間
を

２
月
（
現
行
３
月
）
に

短
縮
す
る
。

�
審
査
請
求
人
の
処
分
庁

に
対
す
る
質
問
、
争
点

及
び
証
拠
の
整
理
等
の

手
続
規
定
の
整
備
を
行

う
。

�
そ
の
他
所
要
の
整
備
を

行
う
。

な
お
、
昨
年
１２
月
１９
日
に
公

表
さ
れ
た
財
務
省
に
よ
る
「
平

成
２０
年
度
税
制
改
正
の
大
綱
」

及
び
、
本
年
１
月
１１
日
に
閣
議

決
定
さ
れ
た
「
平
成
２０
年
度
税

制
改
正
の
要
綱
」
に
は
、
行
審

法
の
改
正
に
伴
う
通
則
法
の
整

備
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

Ⅲ

各
会
か
ら
の
意
見
書

�

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
意

見
書

日
弁
連
は
、
昨
年
１１
月
５
日

に
「
行
政
不
服
審
査
法
改
正
に

伴
う
国
税
不
服
審
査
制
度
改
革

に
つ
い
て
の
意
見
書
」
を
公
表

し
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

・
「
不
服
申
立
て
の
基
本
構

造
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

賛
成
す
る
が
、
国
税
に
つ
い
て

は
従
前
の
異
議
申
立
に
相
当
す

る
再
調
査
請
求
を
存
置
す
る
と

と
も
に
、
再
調
査
請
求
前
置
主

義
は
採
ら
ず
、
こ
れ
を
申
し
立

て
る
か
否
か
は
納
税
者
の
選
択

に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。

・
今
回
の
改
正
の
目
玉
と
い
う

べ
き
「
審
査
会
等
」
に
つ
い
て

は
、
国
税
に
つ
い
て
も
適
用
さ

れ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

・
「
審
理
手
続
」
に
つ
い
て

は
、
最
終
報
告
は
こ
れ
を
充
実

さ
れ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
国

税
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
等
な

い
し
こ
れ
以
上
の
充
実
し
た
手

続
と
す
べ
き
で
あ
る
。

・
「
証
拠
書
類
の
閲
覧
等
」
に

つ
い
て
は
、
最
終
報
告
の
と
お

り
、
そ
の
閲
覧
を
認
め
る
と
と

も
に
、
計
数
に
関
す
る
証
拠
書

類
等
が
多
い
税
務
に
つ
い
て

は
、
そ
の
謄
写
も
認
め
る
べ
き

で
あ
る
。

・
そ
の
他
の
改
正

①
「
審
理
請
求
期
間
及
び
標
準

審
理
期
間
等
」
に
つ
い
て
は
、

最
終
報
告
の
趣
旨
に
則
り
、
所

要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る

が
、
審
査
請
求
期
間
に
つ
い
て

は
、
行
訴
法
と
合
わ
せ
て
「
６

箇
月
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

②
「
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続

の
終
結
」
に
つ
い
て
は
、
審
理

員
意
見
書
の
審
査
庁
へ
の
提
出

の
予
定
時
期
の
審
理
関
係
者
に

対
す
る
通
知
や
審
査
会
等
の
意

見
書
等
の
添
付
な
ど
、
最
終
報

告
の
趣
旨
に
則
り
、
改
正
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

③
更
正
の
請
求
等
に
つ
い
て
、

国
税
不
服
審
判
所
長
は
「
義
務

付
け
裁
決
」
が
で
き
る
も
の
と

す
る
べ
き
で
あ
る
。

�

日
本
税
理
士
会
連
合
会
の

意
見
書

日
税
連
は
、
昨
年
１２
月

に

「
行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に

伴
い
国
税
通
則
法
の
改
正
を
求

め
る
意
見
」
を
公
表
し
た
。
そ

の
内
容
は
、「
通
則
法
改
正
意

見
」
と
「
改
革
の
方
向
性
意

見
」
と
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
概
要
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

・

通
則
法
改
正
意
見

①

異
議
申
立
て
を
廃
止
し
、

再
調
査
請
求
制
度
を
創
設
す
る

こ
と

簡
易
・
迅
速
な
権
利
救
済

制
度
と
し
て
機
能
を
充
実
さ
せ

る②

審
査
請
求
期
間
を
２
箇
月

以
内
か
ら
３
箇
月
以
内
に
延
長

す
る
こ
と

③

審
査
請
求
の
標
準
審
理
期

間
を
設
け
る
こ
と

④

証
拠
書
類
の
閲
覧
・
謄
写

を
認
め
る
こ
と

⑤

審
理
手
続
き
を
充
実
さ
せ

る
こ
と

�ア

口
頭
意
見
陳
述
を
認
め

る
対
審
的
構
造
の
手
続
き

規
定
を
整
備
す
る

�イ

争
点
主
義
的
運
営
に
基

づ
く
手
続
規
定
を
整
備
す

る

・

改
革
の
方
向
性
意
見

①

再
調
査
請
求
は
審
査
請
求

の
前
置
で
な
く
、
納
税
者
の
選

択
と
す
る
こ
と

②

全
て
の
課
税
処
分
に
理
由

附
記
を
義
務
づ
け
る
こ
と

理
由
附
記
を
青
色
申
告
者
へ

の
特
典
と
し
な
い
こ
と

③

第
三
者
機
関
（
審
査
会

等
）
へ
の
意
見
送
付
手
続
き
を

行
な
う
こ
と

国
税
不
服
審
判
所
の
独
立
性

を
明
確
に
し
、
審
査
制
度
の
公

正
性
を
高
め
る
た
め

④

国
税
審
判
官
の
任
用
基
準

を
策
定
す
る
こ
と

処
分
庁
と
裁
決
庁
の
機
能
分

離
の
観
点
か
ら
、
任
用
基
準
を

公
表
す
る
こ
と

⑤

行
政
庁
の
不
作
為
に
つ
い

て
、
処
分
を
求
め
る
制
度
を
設

け
る
こ
と

⑥

通
則
法
の
抜
本
的
改
正
に

つ
い
て

�ア

通
則
法
に
「
国
民
の
権

利
利
益
の
保
護
及
び
救
済

を
図
る
」
規
定
を
創
設
す

る
こ
と

�イ

審
査
請
求
手
続
き
を
経

な
い
で
直
接
訴
訟
提
起
で

き
る
制
度
を
創
設
す
る
こ

と
�ウ

行
政
手
続
法
除
外
規
定

を
廃
止
す
る
こ
と

お
わ
り
に

こ
の
度
の
行
審
法
の
改
正

は
、
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済

等
に
資
す
る
た
め
の
抜
本
的
な

改
正
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
通

則
法
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
有

意
義
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
が
、
行
手
法
の
制
定
の
際
、

そ
の
多
く
の
条
文
が
通
則
法
上

適
用
除
外
と
さ
れ
た
こ
と
を
思

い
起
こ
す
と
、
同
様
の
手
法
を

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
最
も
懸
念

さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
与
党
大
綱
で
具
体

的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
点
に
関

し
て
は
、
少
な
く
と
も
、
通
則

法
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
行
審
法

改
正
の
目
玉
と
い
わ
れ
る
「
審

査
会
等
」（
審
査
庁
か
ら
独
立

し
た
第
三
者
機
関
で
一
定
の
場

合
に
裁
決
に
対
す
る
意
見
を
述

べ
る
）
に
つ
い
て
は
、
与
党
大

綱
で
は
明
記
さ
れ
ず
、
日
税
連

の
意
見
書
で
も
「
改
正
の
方
向

性
意
見
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
る

に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
等
か

ら
、
行
審
法
改
正
の
す
べ
て
が

通
則
法
に
反
映
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
よ
う
だ
。

し
か
し
、
最
終
報
告
の
「
関

係
法
令
の
扱
い
」
の
項
で
、「
現

行
行
審
法
が
定
め
る
手
続
に
対

し
て
個
別
法
で
認
め
て
い
た
特

例
に
つ
い
て
は
、
一
般
法
で
あ

る
改
正
行
審
法
で
定
め
る
手
続

の
水
準
が
上
が
る
こ
と
に
よ

り
、
一
般
法
の
見
直
し
の
趣
旨

を
踏
ま
え
、
改
正
行
審
法
の
規

定
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る

か
、
あ
る
い
は
個
別
法
に
お
い

て
改
正
行
審
法
と
同
等
又
は
そ

れ
以
上
の
水
準
の
内
容
と
す
る

旨
の
改
正
作
業
が
必
要
に
な

る
。
」（
最
終
報
告
５３
頁
）
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
視
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�注
東
京
税
理
士
会
税
務
審
議
部

で
は
、
行
手
法
の
施
行
と
既

に
抜
本
的
改
正
が
な
さ
れ
た

行
訴
法
と
こ
の
度
の
行
審
法

改
正
に
よ
り
、
行
政
の
事
前

手
続
か
ら
事
後
手
続
ま
で
の

一
層
の
権
利
利
益
の
保
護
な

い
し
救
済
規
定
が
拡
充
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
特

別
法
で
あ
る
通
則
法
第
１
条

に
「
納
税
者
の
権
利
利
益
の

保
護
に
資
す
る
」
旨
の
文
言

を
追
加
す
べ
き
、
と
の
意
見

を
述
べ
て
い
る（
鈴

木

雅

博

＝

青
木
丈
「
わ
が
会
の
税
制

改
正
意
見

国
税
通
則
法
第

１
条
に
「
納
税
者
の
権
利
利

益
の
保
護
に
資
す
る
」
旨
の

文
言
を
追
加
」『
税
研
』
Ｖ

ｏ

ｌ
・
２３

�
４

、
９２

〜

９３

頁
）
。

守田啓一［上野］

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
１９
年
１２
月
月
次
研
究
会

青木 丈［神田］
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